
1 就業規則の参考例

母性健康管理の措置に関する社内体制の整備

職場における母性健康管理を推進するに当たっては、あらかじめ就業規則等を整備し、実際に医

師等の指導事項に基づく措置等を講ずる場合の具体的な取扱いや手続を明らかにしておくことが重

要です。

以下に、就業規則の参考例を載せています。就業規則を作成（変更）するに当たっては、これを

参考にしながら、既存の休暇制度の運用等も含め、事業所の実態を踏まえつつ十分な検討を加えて

ください。

また、事業所の規模等に応じて、例えば次のような取組を行うことも効果的です。

○相談窓口等の受付体制を整備し、社員に周知する。

○産業医等産業保健スタッフと人事労務管理部門との連携を蜜にする。

（参考例）
１　A社

（母性健康管理）

第○条 女性社員が妊産婦のための保健指導又は健康診査を受診するために必要な時間を確保す

ることを認める。

2 前項の通院時間については　　　　　　　　　とする。

第○条 妊娠中及び出産後１年以内の女性社員が、健康診査等を受け医師等から指導を受けた場

合は、その指導事項を守ることができるようにするために、勤務時間の変更、勤務の軽減

等を認める。

2 前項の措置のうち、勤務時間の短縮及び休業の措置中の賃金の取扱いは、

とする。
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